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ス
ポ
ー
ツ

募　

集

子
育
て

健
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し
み
ん
の
掲
示
板

記
号
の
見
方
：
Z
と
き
、
s
と
こ
ろ
、
n
内
容
、
K
講
師
、
T
対
象
、
S
定
員
、
¥
費
用
、
0
無
料
、
z
持
ち
物
、
h
そ
の
他
、
m
申
し
込
み
先
、

t
問
い
合
わ
せ
先
、
E
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
H
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
p一時
保
育
あ
り
（
原
則
有
料
、
詳
細
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）　

※
定
員
・
申
し
込
み
な
ど
の
記
載
が
な
い
場
合
は
申
込
不
要

除
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

z
年
金
手
帳
か
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内

書
、
印
鑑
。
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例
申

請
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
の
写
し

m
市
保
険
年
金
課
☎
870
・
9
6
5
4

t
守
口
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
☎
06
・

6
9
9
2
・
3
0
3
1

追
納

　

保
険
料
免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認

期
間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
後
か
ら
保
険
料
を
納
付
（
追
納
）
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
免
除
な
ど
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
、
3
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る

場
合
に
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間

に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

m
t
守
口
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
☎
06
・

6
9
9
2
・
3
0
3
1

公
開
し
ま
す

市
長
の
所
得
等
報
告
書
な
ど

　

「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
大
東
市
長

の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ

き
、
提
出
さ
れ
た
市
長
の
所
得
等
報
告
書
・

関
連
会
社
等
報
告
書
を
公
開
し
ま
す
。

●
閲
覧
開
始
日
＝
7
月
4
日
㈪
（
市
役
所
の

休
日
を
除
く
）　

●
閲
覧
時
間
＝
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
30
分

閲
覧
場
所
・
t
政
策
管
理
課
☎
870
・
0
4
0

2

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
月
額
1
万
5
0
2

0
円
（
平
成
23
年
度
）
で
す
が
、
経
済
的
な

理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

を
免
除
ま
た
は
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
に

で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
者
・
配
偶

者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
か
ら
、
国
の
基
準

に
よ
り
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
納
付
額
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

○
全
額
免
除
制
度
＝
保
険
料
の
全
額
が
免
除

○
4
分
の
1
保
険
料
＝
3
7
6
0
円
を
納
付

○
半
額
保
険
料
＝
7
5
1
0
円
を
納
付

○
4
分
の
3
保
険
料
＝
1
万
1
2
7
0
円
を

納
付

　

全
額
免
除
お
よ
び
一
部
納
付
制
度
の
承
認

さ
れ
た
期
間
は
、
受
給
資
格
期
間
に
そ
の
ま

ま
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
納
付
制

度
は
、
一
部
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
期
間
の
一
部
免
除
が
無
効
（
未
納
と
同

じ
）
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
度
分
の
「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
継
続
審
査
対
象
者
（
前
年
度
の
継

続
審
査
希
望
者
の
う
ち
全
額
免
除
か
若
年
者

納
付
猶
予
が
承
認
済
の
方
）
を
除
き
、
毎
年

7
〜
8
月
中
に
市
保
険
年
金
課
年
金
グ
ル
ー

プ
で
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
期

間
を
過
ぎ
た
場
合
で
も
翌
年
7
月
ま
で
は
受

け
付
け
は
で
き
ま
す
が
、
も
し
も
の
と
き
の

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
申
請
で
き
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
間
内
で
の
免
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通勤・通学・お買い物に　コミバスが安全・便利です！

　

大
阪
の
観
光
名
所
で
特
別
史
跡
で
あ

る
大
阪
城
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て

天て
ん

正し
ょ
う

11
年
（
1
5
8
3
）
に
築
城
さ

れ
、
元げ

ん

和な

元
年
（
1
6
1
5
）
の
大
阪

夏
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
家
滅
亡
と
と
も

に
焼
失
後
、
元
和
6
年
（
1
6
2
0
）

徳
川
幕
府
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
も
の
で

す
。
残
念
な
が
ら
天
守
閣
は
寛か

ん

文ぶ
ん

5

年
（
1
6
6
5
）
の
落
雷
に
よ
り
焼
失

し
、
昭
和
6
年
（
1
9
3
1
）
に
地
元

の
人
々
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
も
の
で

す
。
石
垣
は
当
時
の
ま
ま
で
、
壮
大
な

城
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
石
垣
の
石
材
は
、
膨
大
な
量
を

必
要
と
し
た
こ
と
か
ら
、
周
辺
の
六
甲

山
系
、
生
駒
山
系
の
ほ
か
、
遠
く
は
小

豆
島
、
岡
山
県
さ
ら
に
福
岡
県
か
ら
も

採
石
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
秀
吉

の
大
阪
城
の
石
垣
は
、
現
在
の
大
阪
城

の
地
下
約
10
㍍
に
埋
没
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
と
き
の
石
材
も
同
じ
よ
う
な

状
況
で
採
石
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

徳
川
幕
府
に
よ

る
築
城
は
天
下
普ぶ

請し
ん

（
各
大
名
に
持

ち
場
を
与
え
る
）

で
行
わ
れ
た
た
め
、

諸
藩
は
競
っ
て
、

各
地
の
石
切
場
か

ら
石
材
を
切
り
出

し
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
石
材

を
切
り
出
し
て
い
た
場
所
が
、
大
東
市

龍
間
地
域
に
も
残
さ
れ
て
お
り
、
石

切
場
跡
の
名
称
で
遺
跡
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
石
を
割
る
と
き
に

楔く
さ
び

（
矢
）
を
打
ち
込
む
た
め
に
彫
ら
れ

た
「
矢や

穴あ
な

」
の
残
る
石
や
、
諸
藩
の
石

切
場
（
丁ち

ょ
う

場ば

）
を
示
す
刻
印
の
あ
る
石

が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
平
成
2
年

（
1
9
9
0
）
の
発
掘
調
査
で
は
、
石

切
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
在

地
の
有
力
者
足
立
家
を
示
す
石
柱
も
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
は
、
切
り
出
し
た
石
材
は
す

べ
て
運
ば
れ
て
使
用
さ
れ
ま
す
が
、
何

ら
か
の
理
由
で
残
さ
れ
て
使
用
さ
れ
な

か
っ
た
石
材
の
こ
と
を
「
残
念
石
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
、
中
垣
内
一
丁
目
と
東
大
阪
市

善
根
寺
町
六
丁
目
の
市
境
に
、
一
戸
建

て
ほ
ど
の
巨
大
な
「
残
念
石
」
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。 

（
生
涯
学
習
課
）

第 21話
大
東
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
に
見
る
地
域
遺
産
⑨

「
築
城
の　

苦
労
を
語
る　残

念
石
」

中垣内一丁目付近に残る残念石

残念石に残る「矢穴」跡
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